
1/31 

○鳥取市水道事業給水条例施行規程 

平成１０年３月２７日 

鳥取市水道事業管理規程第３号 

鳥取市水道事業給水条例施行規程（昭和４９年鳥取市水道事業管理規程第４号）の

全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 給水装置の工事及び費用（第３条―第１０条） 

第３章 給水（第１１条―第１９条） 

第４章 料金、口径別納付金及び手数料（第２０条―第２８条） 

第５章 貯水槽水道（第２９条） 

第６章 補則（第３０条） 

附則 

（目次…一部改正〔平成１５年水道規程２号〕） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、鳥取市水道事業給水条例（昭和４８年鳥取市条例第５８号。以

下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

（共用給水装置の設置基準） 

第２条 条例第４条第２号に規定する共用給水装置の設置は、次のいずれかに該当す

るときに限る。 

（１） 専ら住居の用に水道を使用し、各戸ごとに専用給水装置を設置することが

できないとき。 

（２） 災害その他により専用給水装置の使用ができないとき。 

第２章 給水装置の工事及び費用 

（給水装置の新設等の申込み） 
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第３条 条例第５条第１項の規定による申込者は、給水装置工事申込書（様式第１号）

を管理者に提出しなければならない。 

２ 条例第５条第１項ただし書に規定する修繕のうち急を要するものとは、次の各号

のいずれかに該当するときをいう。 

（１） 給水装置の漏水等により人命又は財産に損害が生じるとき。 

（２） 非常災害時等のとき。 

３ 前項の規定により修繕した者は、工事完了後速やかに管理者に修繕完了届（様式

第２号）を提出しなければならない。 

（給水装置の軽微な変更） 

第４条 条例第５条第１項に規定する給水装置の軽微な変更とは、単独水栓の取替え

及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取

替え（配管を伴わないものに限る。）とする。 

（利害関係人の同意書等の提出） 

第５条 条例第５条第２項の規定は、次のいずれかに該当するときとする。 

（１） 第三者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。 

（２） 第三者の所有地を通過して給水装置を設置するとき。 

（給水管及び給水用具の指定） 

第６条 メーター以降の構造及び材質は、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）

第６条の規定に定める基準に適合しているものでなければならない。 

（本条…一部改正〔平成１５年水道規程２号・令和元年１０号〕） 

（給水装置工事の取消し等） 

第７条 第３条第１項に規定する申込者が工事の設計を変更し、又は申込みの取消し

をしようとするときは、直ちに管理者に給水装置工事取消届（様式第３号）を提出

しなければならない。 

２ 前項の設計の変更又は申込みの取消しにより生じた損害については、申込者にそ

の損害を弁償させることができる。 
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（１項…一部改正〔平成１２年水道規程１号〕） 

（工事検査の申込み） 

第８条 条例第７条第３項の規定により工事検査を受けようとするときは、給水装置

工事しゅん工後速やかに工事しゅん工検査を管理者に申し込まなければならない。 

（本条…一部改正〔平成１２年水道規程１号〕） 

（工事費の算出） 

第９条 条例第９条第３項に規定する工事費は、別に定める算出基準による。 

（１項…追加・旧１項…２項に繰下〔平成２７年水道規程４号〕、１項…削

除・旧２項…繰上〔令和２年水道規程２号〕） 

（工事費の予納等） 

第１０条 条例第１０条第１項に規定する工事費の概算額を指定期限内に納入しない

ときは、工事の申込みは取消されたものとみなす。ただし、特別な理由があると認

めたときは、この限りでない。 

２ 条例第１０条第２項に規定する工事費の精算に当たり、概算額と精算額との差が

１００円未満のときは、これを還付し、又は徴収しないことができる。 

第３章 給水 

（給水契約の申込みの手続） 

第１１条 条例第１４条の規定により水道使用の承認を受けようとする者は、口頭又

は給水申込書により管理者に申し込まなければならない。 

２ 前項の給水申込みの内容について、管理者が必要と認めたときは、その申込みに

対し、必要な資料の提出を求めることができる。 

（所有者の代理人） 

第１２条 条例第１５条に規定する給水装置の所有者の代理人を定めた者は、所有者

代理人選定（変更）届（様式第４号）を管理者に提出しなければならない。 

（管理人） 

第１３条 条例第１６条第１項に規定する管理人を定めた者は、管理人選定届（様式
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第５号）を直ちに管理者に提出しなければならない。 

２ 条例第１６条第１項第３号の規定によるその他管理者が必要と認めた者は、条例

第２８条に規定する料金算定の特例の適用を受ける者をいう。 

（メーターの設置基準） 

第１４条 条例第１７条の規定により管理者が設置するメーターは、特別の場合を除

き、配水管又は他の給水管から分岐して設けられた給水管の分岐口径と同口径のも

のを次の各号の基準により設置する。 

（１） 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに １

個 

（２） 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに １個 

（メーターの保管） 

第１５条 メーターを保管する者は、メーターの設置場所にその計量又は機能を妨害

するような物件を置き、若しくは工作物を設置してはならない。 

２ メーターを亡失し、又はき損した者は、メーター亡失（き損）届（様式第６号）

を管理者に提出しなければならない。 

（２項…削除・旧３・４項…繰上〔平成１２年水道規程１号〕、３項…一部

改正〔平成１６年水道規程９号〕、３項…削除〔平成２１年水道規程４号〕） 

（水道の使用中止、廃止及び変更等の届出） 

第１６条 条例第１９条第１項の規定により次のいずれかに該当する場合は、当該各

号の定めるところにより届け出なければならない。 

（１） 水道の使用をやめるときは、口頭又は水道使用中止届出書 

（２） 水道を廃止するときは、水道廃止届（様式第７号） 

（３） 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓消防演習使用届（様

式第８号） 

２ 条例第１９条第２項の規定により次のいずれかに該当する場合は、当該各号の定

めるところにより届け出なければならない。 
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（１） 水道使用者の氏名又は住所に変更があったときは、口頭又は水道使用者変

更届 

（２） 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届（様式第

９号） 

（３） 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったときは、管理人変

更届（様式第１０号） 

（４） 集合住宅の使用戸数に変更があったときは、水道使用戸数変更届（様式第

１１号） 

（５） 消防用として水道を使用したときは、消火栓使用届（様式第１２号） 

（消防署長の証明） 

第１７条 前条第２項第５号の届出には、所轄消防署長の事実を証明する書類を添付

しなければならない。 

（給水装置異状の届出） 

第１８条 条例第２１条第１項に規定する届出をしようとする者は、口頭で、又は給

水装置異状届（様式第１３号）を管理者に届け出なければならない。 

（給水装置及び水質の検査等） 

第１９条 条例第２２条第１項の規定により検査を請求しようとする者は、口頭又は

請求書で管理者に請求するものとする。 

２ 条例第２２条第１項の規定により給水装置及び水質検査の結果は、給水装置検査

結果通知書（様式第１４号）及び水質検査結果通知書（様式第１５号）により請求

者に通知する。 

第４章 料金、口径別納付金及び手数料 

（料金の納期） 

第２０条 条例第２４条に規定する料金の納期は、当期分をその期の属する後月の翌

月末日限りとする。 

（定例日） 
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第２１条 条例第２６条第３項に規定する定例日は、給水区域を２地区に区分し、奇

数月に計量する地区をA地区、偶数月に計量する地区をB地区とし、各地区をそれぞ

れ当該月の初日から末日までの期間に管理者が定めた日をいう。 

（使用水量の認定） 

第２２条 条例第２７条に規定する使用水量は、前３期又は前年同期の使用実績その

他の事情を考慮し、認定する。 

第２３条 削除 

（〔平成１２年水道規程１号〕） 

（未納金の整理） 

第２４条 水道の使用者が水道の使用をやめたときは、料金その他未納金を直ちに納

入しなければならない。 

（料金算定特例の基準） 

第２５条 条例第２８条第２項に規定する認定基準は、次に定めるところによる。 

（１） 各戸に給水栓が設置されていること。 

（２） 水道を使用する戸数の３分の２以上が専ら住居の用に水道を使用するもの

であること。 

（３） その他特に必要があると認めたとき。 

（料金徴収区分） 

第２６条 料金は、年６期に区分して徴収し、当年度の最初に徴収するものを第１期

分といい、以下、第２期分、第３期分、第４期分、第５期分、第６期分という。 

（料金の徴収方法） 

第２７条 料金の徴収は、条例第３０条に規定する納入通知書に基づく納付の方法の

ほか、次の各号に定めるところによる。 

（１） 口座振替による納付の方法 

（２） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定

する指定納付受託者による納付の方法 
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（３） 管理者が別に定める納付の方法 

（本条…全部改正〔令和４年水道規程４号〕） 

第２８条 削除 

（〔令和４年水道規程４号〕） 

第５章 貯水槽水道 

（本章…追加〔平成１５年水道規程２号〕） 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第２９条 条例第４１条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及

びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところにより行うものとする。 

（１） 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第５５条の規定に掲げる

管理基準に準じて管理すること。 

（２） 前号の管理に関し、毎年１回以上定期に、水道法（昭和３２年法律第１７

７号）第３４条の２第２項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び

環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関す

る検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。 

（本条…追加〔平成１５年水道規程２号〕、一部改正〔平成１６年水道規程

１号・令和２年２号・令和６年３号〕） 

第６章 補則 

（本章…追加〔平成１５年水道規程２号〕） 

（委任） 

第３０条 この規程の定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理

者が別に定める。 

（本条…追加〔平成１５年水道規程２号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程（以下「旧規

程」という。）の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、改正後の鳥取

市水道事業給水条例施行規程（以下「新規程」という。）の規定によりなされたも

のとする。この場合において、新規程第１３条及び第１６条第２項の規定中「管理

人」とあるのは、「総代理人」とする。 

３ この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成され、使用されている用紙につ

いては、当分の間、使用することができる。 

４ 国府町、河原町及び青谷町の編入の日前に国府町給水条例施行規程（平成１０年

国府町訓令第２号）、河原町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭

和３１年河原町規則第６号）又は青谷町水道事業給水条例施行規程（昭和５０年青

谷町企業管理規程第１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の

相当規定によりなされたものとみなす。 

（本項…追加〔平成１６年水道規程９号〕） 

附 則（平成１２年３月３１日水道規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により

作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。 

附 則（平成１３年７月２７日水道規程第５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により

作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。 
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附 則（平成１５年３月２８日水道規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

（鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程の一部改

正） 

２ 鳥取市水道事業給水装置の構造及び材質並びに工事の施行に関する規程（平成３

年鳥取市水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（鳥取市水道事業給水装置検査規程の一部改正） 

３ 鳥取市水道事業給水装置検査規程（平成１０年鳥取市水道事業管理規程第２号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部改正） 

４ 鳥取市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年鳥取市水道事業管理規程

第４号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成１６年３月２５日水道規程第１号） 

この規程は、平成１６年３月３１日から施行する。ただし、様式第１５号の改正規

定は、同年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月２９日水道規程第９号） 

この規程は、平成１６年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２３日水道規程第４号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１３日水道規程第２号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年６月１０日水道規程第４号） 
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（施行期日） 

１ この規程中、第９条中第１項を第２項とし、同項の前に１項を加える改正規定並

びに様式第１６号及び様式第１８号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定

は平成２７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ その他の改正規定の施行の際現に改正前の様式第１９号及び様式第２０号の規定

により作成され、又は使用されている用紙については、改正後の様式第１９号及び

様式第２０号の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。 

附 則（平成２８年３月２２日水道規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により

作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。 

附 則（令和元年９月３０日水道規程第１０号） 

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１７日水道規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項を削り、同条第２項

を同条とする改正規定、様式第１号の改正規定及び様式第３号の改正規定は令和２

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際現に改正前の鳥取市水道事業給水条例施行規程の規定により

作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。 

附 則（令和４年４月２８日水道規程第４号） 

この規程は、令和４年５月１日から施行する。 
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附 則（令和６年４月１日水道規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（本様式…全部改正〔平成２８年水道規程３号〕、一部改正〔令和２年水道

規程２号〕） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

（本様式…一部改正〔平成１６年水道規程９号・令和２年２号〕） 

様式第４号（第１２条関係） 

様式第５号（第１３条関係） 

（本様式…全部改正〔平成１３年水道規程５号〕） 

様式第６号（第１５条関係） 

（本様式…一部改正〔平成２１年水道規程４号・２６年２号・令和２年２号〕） 

様式第７号（第１６条関係） 

様式第８号（第１６条関係） 

（本様式…一部改正〔平成１２年水道規程１号〕） 

様式第９号（第１６条関係） 

（本様式…一部改正〔平成２６年水道規程２号〕） 

様式第１０号（第１６条関係） 

（本様式…全部改正〔平成１３年水道規程５号〕） 

様式第１１号（第１６条関係） 

（本様式…全部改正〔平成１３年水道規程５号〕） 

様式第１２号（第１６条関係） 

（本様式…一部改正〔平成１２年水道規程１号〕） 

様式第１３号（第１８条関係） 

様式第１４号（第１９条関係） 

様式第１５号（第１９条関係） 

（本様式…全部改正〔平成２６年水道規程２号〕） 



31/31 

 


